
上智大学修学奨励奨学金 
募集要項 

２０１７年度 授業料 対象 
（２０１７年度春入学新入生 
/２０１７年度春在学継続生） 



 上智大学修学奨励奨学金は、学修意欲が高いにもかかわらず、経済的理
由により学業の継続が困難と認められる学生に、授業料の一部または全額
が給付される返還不要の奨学金です。 

Ⅲ．対象者及び奨学金給付対象期間 

 日本国籍を有する者及び外国籍の学生で在留資格が「留学」以外の者
で、下記の内いずれかの条件に該当する者。 

 

 
◆ 申請対象者 

 ・2017年度春学期に上智大学・上智大学大学院に入学した者。 

   （編入学・再入学・学士入学含む） 

 ・ 2017年度春学期から在学継続（留年）/修業年限外となった者。 

  （ただし、2017年度学費が残余12単位減額・論文減額の場合は対象外） 

 ・ 2016年度秋学期に休学または留学していた在学生 

Ⅱ．給付額 

 授業料相当額 ・ 授業料半額相当額 ・ 授業料3分の1相当額のいずれか 

 ⇒ 採用額は大学が決定します。（国際教養学部は採用額に上限あり→FAQ参照） 

◆ 給付対象期間 

 2017年度（2017年4月～2018年3月） 

Ⅰ．上智大学修学奨励奨学金とは・・・ 
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Ⅳ．出願期間 

 ・ 学部生 ： 2017年6月5日（月） ～ 6月9日（金）  9：30～11：30及び12：30～17：00 

 ・大学院生 ： 2017年6月12日（月） ～ 6月14日（水）  9：30～11：30及び12：30～17：00   

※出願書類は大学院出願最終日までダウンロード可能ですが、各出願期間に書類 

   提出が間に合わない場合は出願を認めません。 

※ 役所や会社の都合等やむを得ない事情を除いて、提出書類に不備が多い場合、 

  （出願最終日に申請書と成績表のみ提出するなど）選考上不利になります。 



 ① 募集掲示及び要項の確認 

 Loyola学生センター掲示板で募集要項及び提出書類を確認し、家族と相談する。 

 ③ 書類選考 

出願書類をもとに書類選考を行います。 

 ④ 面接 （一部対象者のみ実施） 

上智大学修学奨励奨学金は、原則書類選考のみで採否を決定しますが、家計状
況や成績等により個別に面接が必要と判断された場合は個別面接の上、採否を
決定しています。 
面接対象者となった学生のみ、6月下旬～7月初旬にかけて個別連絡します。 

 ⑤ 最終結果発表 

最終結果は9月下旬にLoyola掲示板にて発表します。 
また、採用者の保証人宛に通知を郵送します。 

 ② 出願書類の提出 

 3～19ページに記載のある書類を揃え、書類に不備がないようチェックリスト（20
ページ）で確認の上、学生センター（四ツ谷キャンパス・2号館1階）の10番窓口に必
要書類を出願者本人が持参して提出してください。 
（代理提出及び郵便による提出不可。） 

【出願期間】 窓口受付時間 ：  9：30～11：30及び12：30～17：00 
学部生 ： 2017年6月5日（月） ～ 6月9日（金） 
大学院生 ： 2017年6月12日（月） ～ 6月14日（水） 
※ 受付期間/時間外の出願は一切認めません。 
※ 出願書類は大学院出願最終日までダウンロード可能ですが、各出願期間に 
  書類提出が間に合わない場合は出願を認めません。 

Ⅴ．選考の流れ 
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① 奨学金申込書 （1枚） 

 連帯保証人（父or母）の署名・捺印が必要です。自宅外通学の学生は郵便等で
連帯保証人の方に依頼してください。 

 印鑑は、必ず各自のものを使い、鮮明に押してください。（シャチハタ不可） 
 右上の出願区分（A/B）を選択してください。【両方該当する場合、A/B両方選択】 

 大規模震災による被害がある場合、左上の罹災証明書提出欄に○を付けてくだ
さい。（詳細は、18ページの震災対応関係事項を参照） 

 奨学金出願理由は、家計状況や就学状況を含めて、学生本人が具体的に記入し
てください。家族や他人による書類記入、または、記載内容に虚偽が発覚した場
合、奨学金は不採用となります。（記入した内容は、奨学金の審査対象になりま
す。） 

 修正が必要な場合、二重線（＝）を引き、訂正印を押してください。 
 記入時はボールペンを使用すること。（消せるボールペンは使用不可） 

 

A1512345 

上智 太郎 

文学部 

国文学科 

102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 

03     3238      3523 
abcedfghijk                  sophia.ac.jp                     

080    1234     5678 

102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 

03     3238      3523 

上智 太郎 上智 一郎 

父 

102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 03     3238      3523 

1970      3      5 

2016       10       5 

太
郎 

上
智 

上智 太郎 上智 一郎 
太
郎 

上
智 

2016       10       5 

家計状況・就学状況を含め
て、具体的に記述すること。
（奨学金選考に反映） 

Ⅵ．出願書類について 

奨学金の出願理由
は自分で考えて、具
体的に書いてね！ 
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② 生活状況報告書 （2ページ） ※ 両面印刷して提出すること！ 

 家族欄の記入について 
   ： 父母は、離別・死別を問わず家族欄に記入してください。ただし、離別・死 
      別等の理由で家計を同一にしていない場合、家族欄の下に事由発生年月     
    と理由を記入してください。 
   ： 祖父母・兄弟姉妹等についても、同居・別居を問わず家族欄に記入してく 
     ださい。ただし、経済的に独立している場合は、記入不要です。 
     例） 社会人の兄弟姉妹/経済的に独立している祖父母は記入不要 
   ： 家族の年収欄には、課税（非課税）証明書に記載されている収入総額（税  
    込み）を記入してください。 
   ： 就学者の学校名は、国公立／私立の区分も記入してください。 
 
 出願者本人の履歴について 
     ： 高校卒業から現在まで空白の期間がないように記入してください。 
      （在学中のアルバイトは記入不要／予備校等は要記入） 

A1512345 上智 太郎 

文学部 国文学科 

102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 

03    3238    3523 

abcedfghijk＠sophia.ac.jp                     

080   1234    5678 

102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 

03    3238    3523 

2016      10     5 

上智 一郎 

出願者本人は記入不要！ 
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③ 学業成績証明書 

 学部新入生 ： 出身高校の調査書（評定平均値の記載必須）  【原本】 
             ＊ 「卒業見込」と記載があるものは認められません。 
               「卒業」と記載があるものを提出してください。 
             ＊ 海外高校出身者は、GPA等が記載されている成績証明書 
               を提出してください。 
             ＊ 受験の際に提出したものとは別です。再度提出してください。 
             ＊ 高校を転校した場合、在籍したすべての学校の調査書を提 
               出してください。 
 
 学部編入学・学士入学・再入学 ： 出身大学の成績証明書 【原本】 
 
 大学院新入生 ： 出身大学の成績証明書 【原本】  
  （博士前期課程） 
 
 大学院新入生 ： 出身大学院（修士課程・博士前期課程）の成績証明書 【原本】 
  （博士後期課程） 
 
※ 大学院生で出身大学（大学院）が上智大学（大学院）の場合、証明書発行機によ 
  る成績証明書の発行は出来ません。学事センター窓口で発行してください。また、 
  発行までには数日を要しますので、早めに申請してください。 
 
         

2017年度新入生 

在学生 

 Loyolaでプリントした成績通知書（画面印刷は受付しません。） 
   ： Loyola＞成績＞履修成績照会＞過去を含めた全成績＞ファイル出力開始 
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④ 所得等に関する証明書 

家族全員 

本人を含む家族全員（本人以外の就学者を除く） 

□ H29年度 課税証明書（所得証明書） 【原本】 
           または、 
□ H29年度 非課税証明書 【原本】 

本人以外の就学者（高等学校以上に在学する兄弟等） 

□ 在学証明書 【原本】 

 【父・母及び配偶者の所得に関する証明書】 
：父母及び配偶者の所得については、上記の書類に加え、2016年1月～12月中 
  の所得の種類に応じて、該当する書類をすべて提出。 
  （死別/離別した方や経済的に独立している別生計の方の分は不要）     

 奨学金を申請するには、同一生計の家族全員の所得証明書の提出が必要となり
ます。それぞれの収入形態を確認し、収入形態に応じて証明書類を準備してくださ
い。      

家族全員（独立生計の兄弟姉妹祖父母等を除く） 

□ 住民票 【原本】 

自営業 
（自由業等） 

自営業/農業/不動産収入/自由業等 

□ H28年分 確定申告書（第一表/第二表） 【写】 
   ⇒ 税務署の受領印があるものを提出 

2016年1月以降廃業した場合 

□ H28年分 確定申告書（第一表/第二表） 【写】 
   ⇒ 税務署の受領印があるものを提出に加え、 
 
□ 廃業証明書 【写】 
□ 事業廃止届出書の控（税務署の受領印必要）【写】  

□ 個人事業の開業・廃業等届出書【写】  
  （税務署の受領印必要） 
 ⇒ 上記3つの書類の内いずれか１つを提出 
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④ 所得等に関する証明書 

2016年1月以降に年金の受給額が変更した場合 

□ H28年分 年金の源泉徴収票（変更前） 【写】 
□ 年金改定通知 【写】 

2016年1月以前から年金を受給している場合 

□ H28年分 年金の源泉徴収票 【写】  
□ H28年分 確定申告書（第一表/第二表） 【写】 
□ 年金振込通知書 【写】 
 ⇒ 上記書類の内、いずれか１つを提出 

2016年1月以降受給が決定した場合 

□ 年金改定通知 【写】 

年金収入 
（遺族年金/ 
障害者年金/ 
労災年金等含む） 

2016年1月以前から継続して勤務している場合 

□ H28年分 源泉徴収票 【写】  

2016年1月以降に退職している場合 

□ 2016年中の源泉徴収票（退職前の分） 【写】 
□ 退職証明書 【原本】 
□ 退職金証明書（退職金の源泉徴収票） 【写】 

専従者給与をもらっている場合 

□ H28年分 源泉徴収票 【写】 
□ H28年分 確定申告書（第一表/第二表） 【写】 

2016年1月以降に就職（転職）した場合 

□ H28年分 源泉徴収票 【写】 
□ 年収見込み証明書 【原本】 
□ 前職場の退職証明書(転職の場合のみ）【原本】 
 

給与収入 
 

会社員 
（会社経営を除く） 
/アルバイト等 
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④ 所得等に関する証明書 

雑収入/ 
報酬 

原稿料/講演料/指導料/外交員等 

□ H28年分 確定申告書（第一表/第二表） 【写】 
   ⇒ 税務署の受領印があるものを提出 

株式配当/投信分配金等 

□ H28年分 確定申告書 【写】 
  （第一表/第二表/第三表） 
   ⇒ 税務署の受領印があるものを提出 
 

配当 

雇用保険の失業給付を受けている場合（求職中） 

□ 雇用保険受給資格者証（両面） 【写】 

雇用保険の
失業給付 

生活保護を受けている場合 

□ 生活保護決定通知 【写】 
生活保護 

海外居住で国内の所得証明等が発行されない場合 

□ 各国発行の所得証明書及び住民票にあたる 
  ものを提出 

海外赴任者 

提出書類が多くて難しい！ 
10ページ以降に提出書類に

ついて詳しく説明してある
よ！みんな見てね！ 
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⑤ その他、生活に関する証明書 

自宅外 
通学者 

出願者本人が自宅外で通学をしている場合 

□ 家賃/契約期間/借主/住所記載の賃貸契約書 
  のコピーを提出 

家族に障害のある方がいる場合 

□ 障害者手帳のコピーを提出 
障害者 

家族に6ヶ月以上療養中（療養必要）で、年間医療
費が10万円を超える方がいる場合 （見込み） 

□ 直近6ヶ月の医療費・薬剤費の明細書/領収証 
  のコピー 
□ 医療費領収書（明細書）を基に年額（見込）を 
  計算した説明書き 【療養者直筆】 

長期 
療養者 

地震/火災/風水害の被害を受けた場合 

□ 基本的生活、生計手段に被害を受けた場合、 
  被害額がわかる書類を提出。（保険/損害賠 
  償で補填された金額は除く） 
□ 災害救助法適用地域に居住、または、勤務し、 
  被害を受けた場合、罹災証明書を提出。 
 
＊ 熊本地震についての経済支援は18ページを
参照。 

震災等 
被災者 

チェックリスト 
全員提出 

すべての書類が揃いましたら、チェックリス
トで確認した上、出願時にチェックリストも
提出してください。 

必要な書類が 
揃っているか 
確認しよ！ 

＊ 奨学金の選考では、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。 ＊ 
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⑥ 提出書類について 

 家族全員分の住民票を提出してください。 
    ＊ 死別/離別している父、または母の分は提出不要 
    ＊ 別生計で独立している祖父母や兄弟姉妹の分は不要 
 
 世帯主の氏名と続柄が記載されたものを発行してください。 

 

 マイナンバーの記載が無いものを発行してください。マイナンバーの記載があ
るものは受付できません。誤って発行した場合は、マイナンバーをマジックで
黒塗りして提出してください。 
 

 世帯分をまとめて1枚にして提出することも可能です。 
 

 同一生計で別居中の家族については、住民票の提出が必要です。 
    例） 自宅外通学をしている弟/単身赴任で別居中の父の分は提出必要 
 
 外国籍の家族（本人含む）についても住民票の提出は必要です。 

 
 3ヶ月以内に発行した原本を提出してください。（コピーは受付不可） 

【住民票】 原本 
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⑥ 提出書類について 

 平成29年度所得証明書の発行開始は6月頃ですが、市区町村によって時期がことな
りますので、各自発行開始日を確認してください。出願日が証明書発行開始前の場
合は、所得証明書のみ後日提出を認めますので、出願時に申し出てください。（ただ
し、所得証明書以外の書類は期日内に提出したもののみ受付します。） 
 

 区町村の役所で発行してください。地域によって名称は異なる場合があります。（ 勤
務先や税務署等では発行されません。） 
 

 同一生計の家族全員分が必要です。【原本/全員提出必須】 
   ＊既婚者は父母と本人の書類に加え、配偶者の分も提出が必要です。 
   ＊ 就学者（学生）の兄弟姉妹の分は提出不要です。 
 
 平成29年度（平成28年分・平成28年1月～12月分）の提出が必要です。 
   ＊ 証明書のタイトルは「平成29年度」で、中身は平成28年分となっています。 

 
 所得の有無に関わらず、提出が必要です。 
   ＊ 所得が無い場合は、非課税証明書または、所得金額が‘０’と記載されて 
     いる所得証明書が発行されます。 

 
 所得金額や控除等が‘＊＊＊＊＊’（アスタリスク）で目隠しされているものは認めら

れません。 
   ＊ 総収入/総所得/配偶者・扶養控除の記載があるものを提出してください。 

 
 所得金額の記載が無く、課税・非課税の文言のみの証明書は認められません。 

 
 3ヶ月以内に発行した原本を提出してください。（コピーは受付不可） 

 

【所得証明書（課税証明書/非課税証明書）】 原本 

平成29年度 

タイトルと該当年度が異なるので要注意！ 
平成29年度所得証明書 
⇒ 平成28年分所得証明書 
⇒ 平成28年1月～12月分所得証明書 

2017年度1月1日現在で 
住民登録をしている 
市区町村役所で発行可能 
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⑥ 提出書類について 

 同一生計の家族で、高校以上に在学している方がいる場合は提出が必要で
す。（兄弟姉妹等） 

   ＊ 高校/専門学校/大学/大学院等の正規生が対象になります。 
   ＊ 予備校生は学生とみなしません。 
     （所得証明書/非課税証明書を提出してください。） 
 

 学生証のコピーは認められません。必ず、兄弟姉妹等が在学している学校で
発行された在学証明書（原本）を提出してください。 
 

 出願者本人の在学証明書は提出不要です。 
 

 3ヶ月以内に発行した原本を提出してください。（コピーは受付不可） 

【就学している兄弟姉妹等の在学証明書】 原本 
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⑥ 提出書類について 

 父母及び配偶者が自営業/自由業/農業/報酬/雑収入/不動産/配当による収
入（所得）があり、確定申告をした場合は、提出が必要です。 
 

 平成28年分の確定申告書（控）のコピーを提出してください。（第一表/第二表） 
   ＊ ただし、配当所得がある場合は、第一表と第二表に加え、第三表も提出が 
     必要です。 

 
 税務署の受領印が押印されているものが必要です。 
   ＊ 電子申告をした場合は、受領印の代わりに受付番号の記載があるものを 
     提出してください。また、送信表を添付して提出ください。 
   ＊ 受領印のあるものが提出できない場合、確定申告書（控）の余白に『申告 
     した原本と相違ありません』と記載し、当該者の署名・押印をしてください。 
 
 修正申告をした場合、修正後の確定申告書（控）を提出してください。 

 
 2016年度1月以降に廃業した場合、確定申告書に加え、廃業証明書/事業廃止
届出書の控/個人事業の開業・廃業等届出書のいずれかを提出してください。 

【確定申告書（控） （第一表/第二表）】 コピー 
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⑥ 提出書類について 

 父母及び配偶者が会社員/パート/アルバイト/専従者収入等により給与収入が
ある場合提出が必要です。 

   ＊専従者収入がある場合、確定申告書の提出も必要です。 
 

 平成28年分の源泉徴収票のコピーを提出してください。（会社発行） 
 

 年度途中に退職や転職等をした場合も、退職/就職年月日が記載された源泉
徴収票の提出が必要です。 
 

 転職により、途中で職場が変わった場合、転職前の職場と現在の職場両方か
ら発行された源泉徴収票の提出が必要です。（転職後職場で発行された源泉
徴収票に前職場の所得が反映されている場合は前職場の源泉徴収票は提出
不要） 
 

 年度途中に退職をした場合、源泉徴収票に加え、退職証明書及び退職金証明
書の提出が必要です。 

   ＊退職証明書は退職理由が明記されているものを提出してください。 
 

 転職/年度中の就職（転職）をした場合、源泉徴収票に加え、年収見込証明書を
提出してください。（転職後の会社発行） 
 

 複数の職場に勤めている場合は、すべての職場の源泉徴収票を提出する必要
があります。 
 

 源泉徴収票を会社から発行してもらっていない、または、紛失等により手元に
無い場合、会社に発行を依頼してください。 

【源泉徴収票】 コピー 

2016年途中の就職/退職が

あった場合は、就職日（退職
日）の記載があるか確認！ 
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⑥ 提出書類について 

 父母及び配偶者が年金（遺族年金/障害者年金/労災年金等含む）を受給して
いる（受給が決定している）場合、提出が必要です。 
 

   ◎ 2016年1月以前から継続して年金を受給している場合 
     ・・・ 平成28年分の年金源泉徴収票/確定申告書/年金振込通知書のいず 
        れか１つを提出してください。 
 
   ◎ 2016年1月以降に、年金の受給額が変更した場合 
     ・・・ 平成28年分の年金源泉徴収票（金額変更前）及び年金額改定通知を 
        提出してください。 
 
   ◎ 2016年1月以降に年金の受給が決定した場合 
     ・・・ 年金改定通知を提出してください。 

 

 複数の年金を受給している場合、すべての年金について書類の提出が必要で
す。 

【年金振込通知書・年金改定通知書等】 コピー 
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⑥ 提出書類について 

 父・母・配偶者が失業または、退職等により雇用保険の失業給付を受けている
場合、公共職業安定所で発行される「雇用保険受給資格者証」を提出してくだ
さい。 
 

 書類は、両面ともにコピーを提出してください。 
   （離職事由/離職年月日/受給期間満了年月日/基本手当日額/所定給付日数の 
   記載があるものを提出） 

【雇用保険受給資格者証（両面）】 コピー 

【生活保護決定通知】 コピー 

 生活保護を受けている場合は、生活保護決定通知のコピーを提出してください。 
 

 以前から生活保護を受けていて、内容に変更があった場合は、保護変更通知
のコピーを提出してください。 
 

 通知書は、金額の記載があるものを提出してください。 

【海外赴任者の所得証明書等の提出について】 

 海外赴任等により、日本国内の所得証明書等が発行されない場合、滞在国発
行の所得証明書を提出してください。 

   ＊書類が日本語/英語以外で発行されている場合、和訳/英訳を添付してくだ 
      さい。 
   ＊ 為替レートを添付し、日本円で計算した式をつけてください。 

 

 日本国内に住民登録をしていない場合は、滞在国発行の住民票にあたるもの
を提出してください。 
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⑥ 提出書類について 

 出願者本人が自宅外通学をしている場合、賃貸契約書、または、入寮契約書
のコピーを提出してください。（原本は受付できません。） 

   ＊ 家賃/契約期間/借主/住所が明記されているものが必要です。 
   ＊ 「重要事項説明書」や「保証会社の契約書」は認められません。 

 

 友人等とルームシェア（シェアハウス）をして、賃貸契約書の契約者名義が出
願者本人で無い場合や契約書に記載されている家賃と実際に負担する家賃
額が異なる場合は、ルームシェアをしている方に事情書を記入してもらって提
出してください。 

   ＊ 出願者本人が作成した事情書は認められません。 
   ＊ 事情書は具体的に記入してもらってください。 
     （続柄・家賃負担額を含む事情全般） 
   ＊ 事情書を記入してもらった方のサイン/押印があるものを提出してください。 

 

 親戚宅に下宿等の理由で賃貸契約を結んでいない場合は、親戚の方に事情
書を記入してもらって提出してください。 

   事情書には、家賃支払の有無や続柄を含む詳細を記載してもらってください。 

【自宅外通学者の賃貸契約書】 コピー 

 同一生計の家族に、障害がある方がいる場合、氏名/障害級の記載のある障
害者手帳のコピーを提出してください。 
 

 有効期限がある場合、更新済のものを提出してください。 

【障害者手帳】 コピー 

 同一生計の家族に、6ヶ月以上の長期療養中の方、または、長期療養を要す
る方がいる場合で、年間医療費が10万円を超える見込みがある場合、必要
書類を提出してください。 

    
   ◎ 直近6ヶ月間の医療費/薬剤費の明細書（領収証）のコピー 
   ◎ 領収証等を基に計算した年間医療費の金額（見込み）説明書き 
     （療養者直筆のもの） 

【長期療養者】 コピー 
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⑥ 提出書類について 

【熊本地震／その他の大規模災害を受けた場合】 

 2016年に熊本で発生した地震により被害を受けた場合、被災の程度に応じて
（所得は考慮しない）授業料減免及び生活支援金（自宅外通学者：月額5万円
/自宅通学者：月額3万円）の給付を行います。 
 

 修学奨励奨学金との併願は可能ですが、併給は出来ません。 
 

 詳細は、Loyola掲示板を確認してください。 

2016年 熊本地震の被害を受けた学生 

 その他、大規模災害が直接的原因で家計支持者が死亡/行方不明になった
場合や基本的生活/生計手段に被害があり、被害状態が2年以上続いている

場合、その金額がわかる書類を添付してください。（保険等で補填された分は
対象外） 
 

 災害救助法適用地域に居住または勤務している場合は対象となります。 
 

 東日本大震災の被災者向けの震災対応は、2016年度をもって終了となりまし
た。 
 

その他、大規模災害を受けた学生 
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⑦ 書類提出における注意事項 

 出願書類は学部／大学院の受付最終日まで常時ダウンロードできるようになっ
ています。ただし、出願書類の提出は定められた期間の窓口時間内のみ受け
付けていますので、出願期間中に提出するようにしてください。 

 
 出願期間／窓口時間外は、どのような理由があっても一切受付しません。 
   相談がある場合は、事前に学生センターに出願者本人が相談に来てください。 
    

 書類がきちんと揃っているか、チェックリストと照らし合わせながら確認してくだ
さい。チェックリストに記載されている順に書類を揃えて、チェックリストと一緒に
提出してください。書類に不備がある場合は、選考上不利になります。 
 

 事実と異なる内容を申し出た場合、奨学金の選考対象外（または、採用取消）と
なります。 
 

 書類に不備がある場合、Loyola掲示板及び出願者本人の携帯電話に連絡しま

す。必ず大学と連絡が取れるようにしてください。長期にわたって連絡がとれず、
選考が出来ない場合は、奨学金の選考対象外となります。 
 

 出願書類は、出願者本人が四ツ谷キャンパス学生センター窓口に期日内に持
参したもののみを受け付けています。家族や他人による代理提出や郵便等に
よる提出は一切認めていません。 

   なお、書類受付時には学生証による本人確認をしています。学生証を持参して 
   ください。本人確認ができない場合、出願書類は受付しません。 

19 



20 

上智大学修学奨励奨学金 出願書類チェックリスト【全員提出】 

 

★ 奨学金の募集要項を熟読し、必要な書類を確認の上、チェックをつけてください。 

★ 出願書類は、チェックリストに記載されている順にまとめて提出してください。 

 

提出書類 詳細 父 母 本人 
その他 

家族 

奨学金申込書（1枚） 

記入に漏れがないか要確認 

① 申込区分 

② 連帯保証人欄 

③ 出願理由 

    

生活状況報告書（2枚） 

記入に漏れがないか要確認 

① 写真 

② 履歴は上智大学（現在）まで記入 

③ 生活費の収支合計は一致しているか 

    

成績証明書（原本） 
新入生：前課程の成績証明書（原本） 

在学生：Loyola印刷の成績通知書 

（画面印刷は受付不可） 
    

住民票（原本） マイナンバーの記載がないものを提出     

所得証明書（原本） 

（課税/非課税証明書） 

出願者本人分も必要 

在学証明書を提出する兄弟等は提出不要 
    

兄弟の在学証明書（原本） 
高校以上に在学する兄弟等の在学証明書 

予備校生は所得証明書を提出 

（在学証明書は不要） 
    

源泉徴収票（コピー） 給与収入がある（あった）場合は要提出     

確定申告書（コピー） 確定申告をしている場合は要提出     

年金関係書類（コピー） 

年金を受給者は下記のいずれかを提出 

① 年金の源泉徴収票 

② 確定申告書（確定申告をしている場合） 

③ 年金振込通知書 

④ 年金改定通知 

    

雇用保険受給資格者証（コピー） 雇用保険の失業給付を受けている場合     

生活保護受給証明書（コピー） 生活保護を受けている場合     

廃業証明書等（コピー） 

2016年 1月以降廃業をした場合 

①廃業証明書 

②事業廃止届出書（控） 

③個人事業の開業・廃業届出書 

いずれかを提出 

    

退職証明書（原本） 2016年 1月以降に退職した場合     

収入見込証明書（原本） 2016年 1月以降に就職（転職）した場合     

賃貸契約書（コピー） 
自宅外で通学している場合は提出 

シェアハウス/下宿の場合は事情書も提出 
    

障害者手帳（コピー） 家族に障害のある方がいる場合     

長期療養者の療養費書類（コピー） 
家族に 6ヶ月以上療養し、年間医療費が 10

万円を超える方がいる場合 
    

罹災証明書（コピー） 大規模震災による被害を受けた場合  

チェックリスト【全員提出】 
全員提出書類をチェックし提出 

チェックリストの順に書類をまとめる 
 

※ 父母（家族）が海外に居住している場合は、海外で上記に当たる書類を発行し、提出してください。 



⑧ FAQ （よくある質問） 

Q1. 成績がよくないですが、奨学金は受けられますか。 

⇒ 当奨学金は、学業意欲があり経済的に困窮している学生を支援するものです。 
  成績や家計の収入も選考の基準になりますが、本人の学業への意欲 
  も考慮していますので、成績がよくない学生でも申込みは可能です。 
  （ただし、採否は審査を経て決定します。） 

Q2. 他の奨学金と同時に受けること（併給）も出来ますか。 

⇒ 当奨学金は、授業料を減免する奨学金です。授業料減免といった形でなけ 
  れば、他の奨学金と同時受給を認めています。（生活費や研究費を支給す 
  る奨学金と同時受給可。） 
  ただし、上智大学新入生奨学金／上智大学フランシスコ・スアレス奨学金  
  ／法科大学院在学生特別奨学金との併給は不可となります。 
  （授業料減免の奨学金のため。） 
  また、学外奨学財団や地方自治体等では独自の規程を設けていますので、 
  各財団・団体等に問い合わせてください。   
  貸与型の日本学生支援機構奨学金とは併給可能です。 

Q4. 国際教養学部の採用額上限単位とは。 

⇒ 国際教養学部生の授業料は、学期ごとに登録単位数で決まります。奨学金 
  の採用にあたっては、単位数の上限を設けていますので確認してください。 
 
給付額：授業料相当額     → 上限16単位 
      授業料半額相当額  → 上限8単位 
                授業料3分の1相当額 → 上限6単位 
 
※ 奨学金に採用された場合、上限単位数分の減免額が保証されるわけでは  
  ありません。減免額が上限を超える場合のみ上限が適用され、上限までの 
  減免となります。 

Q3. 私は外国人ですが、この奨学金には申し込みできますか。 

⇒ 外国籍の学生でも在留資格が「留学」以外の学生は申込み可能です。 
  （永住/定住/家族滞在/配偶者等は申込み可能） 
  在留資格「留学」の留学生については、4月上旬に留学生向けの奨学金掲示  
  板を確認して、留学生向けの奨学金に申請してください。 
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⑧ FAQ （よくある質問） 

Q9. 申請書に記入する連帯保証人は祖父母や親戚でも大丈夫ですか。 

⇒ 原則、連帯保証人は父母のみとなりますが、父母が海外滞在し、日本に居  
  住している親戚等にお願いする場合は、連帯保証人欄の下に事情を記入 
  の上、父母以外の方に連帯保証人をお願いしてください。（友人等は連帯保 
  証人になれません。） 

Q8. 離別・死別した父母は家族欄にどこまで記入したらよいですか。 

⇒ 氏名、年齢（わからなければ空欄）まで記入してください。また、家族欄の下に 
  事由・年月日を記入する欄がありますので、そちらにも記入やチェックをしてく 
  ださい。 

Q5. 奨学金の採用基準を教えてください。 

⇒ 採用基準（収入基準）は公表していませんが、給与収入（会社員）700万円/ 
  営業所得（自営業）400万円を目安として考えてください。ただし、奨学金の 
  選考は出願者個々人の家計状況に応じて選考するため、上記金額以上の 
  収入がある場合でも採用される場合はあります。 

Q6. 父母は無収入です。所得証明書の提出は必要ですか。 

⇒ 募集要項の11ページを確認してください。収入の有無に関わらず全員所得 
  証明書（非課税証明書）が必要です。高校以上に就学している就学者は所 
  得証明書の代わりに在学証明書を提出してください。 

Q7. 源泉徴収票（または、確定申告書）のみ提出してもよいですか。 

⇒ 所得証明書と源泉徴収票（または、確定申告書）両方を提出してください。 
  所得証明書は必須で、各所得に応じた書類（源泉徴収票/確定申告書/年 
  金通知書等）を提出していただくこととなります。 

Q10. 社会人学生で親からの支援は一切ありません。父母の書類は必要ですか。 

⇒ 父母の支援を一切受けていない学生であっても、父母の所得関係書類は提 
  出が必要です。また、既婚の学生の場合は父母及び本人の書類に加え、配 
  偶者の所得関係書類の提出も必要となります。 
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⑧ FAQ （よくある質問） 

Q11. （親）退職後に短期のアルバイトを繰り返し、退職証明書が発行されません。 

⇒ 直近の給与明細のコピーと今年の見込み収入や現在の状況説明を書いて 
  署名・押印したものを提出して下さい。 （書式は自由/該当者による作成） 

Q12. 同居している兄弟は社会人ですが、家族数に含めますか。 

⇒ 兄弟（または、祖父母）が経済的に独立しているが、同じ世帯に居住している 
  （住民票に氏名の記載がある）場合、出願受付時、別生計であることを申し 
  出て下さい。 

Q13. 住民登録をしている所と、実際に居住している所が異なります。 

⇒ 出願書類に記入する現住所は現在住んでる住所を記入し、住民票は住民登録 
  をしている自治体で入手してください。家族が分かれて住んでいるなど、わかり 
  にくい場合は説明文をつけて下さい。 

Q14. 家族（両親・兄弟）が海外に在住していて住民票のようなものがありません。 

⇒ 就学者については、在学証明書で代用できます。両親等就学者でない家族に 
  ついては、氏名と住所が記載されている公的書類（所得証明書や現地の身分 
  証明書等）を提出してください。家族や居住国家によって状況が異なるので、 
  詳細は学生センターに問い合わせてください。 

Q15. （学部新入生）高校の成績は成績証明書の提出も認められますか。 

⇒ 評定平均値が記載されている調査書のみをみとめています。また、卒業と記 
  載されているもののみを受け付けていますので、卒業見込と記載がある場 
  合は、再発行してください。 

Q16. 提出書類の一部が出願期間中に提出ができません。（間に合わない） 

⇒ 出願期間中に書類の提出が出来ない場合は、奨学金の申請は出来ません。 
  やむを得ない事情により所得証明書の発行に時間がかかってしまうなど特 
  別な事情がある場合には必ず出願締切日以前に学生センターに相談してく 
  ださい。学生センターで認めた場合は、期間内に提出が出来ない書類のみ 
  提出期間を別途設けます。（申請書等他の書類は必ず出願期間中に提出 
  する必要があります。） 
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⑧ FAQ （よくある質問） 

Q17. 奨学金受給中に休学（または留学）したいですが、奨学金はどうなりますか。 

⇒ 奨学金受給期間中に留学する場合、奨学金の採用には影響しません。 
  ただし、休学をした場合は、奨学金が採用取消しとなります。（休学中の学 
  費と奨学金採用取消後の精算の上、学費の追加納入が求められる場合が 
  あります。） 
 ※ 留学（休学）により、申請期間中に奨学金に申請できない場合、そのことが 
   判明した（留学や休学が決定した）時点で学生センターに相談してください。 

Q18. 採用者数を教えてください。 

⇒ 毎年採用者数を決定して採用しているわけではありません。出願者全員の 
  家計や成績等を総合的に判断し採用しています。昨年の採用者数は下記 
  に記載していますので、ご参考ください。 
 
 ◆ 2016年度採用者数  授業料相当額 6名  半額 184名  1/3 212名 
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Q19. 奨学金の給付方法を教えてください。 

・ 国際教養学部／グローバル社会専攻／理工学部グリーンサイエンス・エンジ

ニアリングコース／理工学研究科グリーンサイエンス・エンジニアリングコース
／地球環境学専攻（学費学期制コース）の学生 
⇒ 春学期分 ：採用決定後、採用額を学生本人口座に返金します。 
⇒ 秋学期分 ： 秋学期学費請求時に採用額を減額した請求書を送付します。  
 
・ 上記以外の学生 
⇒ 学費完納者 ： 採用決定後、採用額を学生本人口座に返金します。 
⇒ 学費分納者 ： 分納二期の学費請求時に採用額を減額した請求書を送付し
ます。 




